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郵便の不在配達通知書に記載される窓口での受取に必要な印鑑の表記 

－行政相談委員意見を踏まえた通知に対する関係機関の措置状況－ 

総務省行政評価局行政相談課は、次の行政相談委員意見を受け、事前に当該意見を日本郵便株

式会社に提示した上で、郵便の不在配達通知書に印鑑に代えて署名でも郵便物を受け取れること

を表記することは有益と判断する旨を平成 26年９月 17日に日本郵便株式会社に通知し、同年９

月 22日に日本郵便株式会社から回答を受領し、同年 10月から使用される不在配達通知書におい

て改善されることになりました。 

（行政相談委員意見の要旨）

不在時に、書留郵便等が配達された場合で、郵便局において郵便物を受け取る場合、不在配達

通知書、本人・住所が確認できる書類のほか、印鑑又は署名が必要とされている。 

しかし、不在配達通知書には、「このお知らせ＋印鑑＋ご本人様・ご住所が確認できる証明書

（免許証、保険証等）」と、印鑑が必須のように思える記載となっている。 

印鑑を忘れたために自宅に戻ったという相談などもあることから、不在配達通知書には、印鑑

に代えて署名でもいい旨の記載をしてほしい。 

（注） 本件は、平成 25年 11 月に北海道の行政相談委員から提出があった行政相談委員意見である。 

 
○ 郵便物の受取についての規定 

郵便物の受取は、内国郵便約款第109条第２項に「受取人に配達し、若しくは交付し、又は差
 

出人に返還するときは、郵便物の配達証に受取人又は差出人の受領の証印又は署名を受けるこ
 

と。」と規定されており、印鑑の代わりに署名でも郵便物を受け取れることになっている。 
 

（通知要旨）  

日本郵便株式会社が、郵便の不

在配達通知書に、印鑑に代えて署

名でも郵便物を受け取れることを

表記することは有益と判断する。 

（措置状況） 

 日本郵便株式会社に行政相談委

員意見を通知した結果、平成 26

年 10月から使用される不在配達

通知書に「印鑑（又はご署名）」と

表記されることになった。 

担当部局：総務省行政評価局行政相談課行政相談業務室 

連絡先 ：花田、黒崎 

電 話 ：03-5253-5425（直通） 

ＦＡＸ ：03-5253-5426 

Ｅ-mail :https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html 

https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html
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不在配達通知書の新旧様式比較 

 

 
（旧様式裏面）               

資料１ 

  （新様式裏面） 



行政相談委員とは 

行政相談委員法（昭和 41年法律第 99号）に基づき、総務大臣から委嘱され

た民間有識者で、国民の身近なところで気軽に相談ができる窓口として、全国

に約 5,000人配置されており、国の行政に関する苦情などの相談を毎年約 10

万件無報酬で受け付けている。 

具体的には、①道路、②保険・年金、③社会福祉、④運輸など様々な行政分

野に関する苦情・相談を受け付け、申出人に対して助言を行ったり、苦情の対

象となった関係行政機関に対して、具体的な改善を働きかけたりするなど、国

民本位の行政を実現する上で、重要な役割を担っている。 

 

 

行政相談委員意見とは 

行政相談委員は、行政相談委員法第４条に基づき総務大臣に対して、業務の

遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができる。 
 この制度は、民生委員や人権擁護委員等にはなく、行政相談委員に特有のもの。 

（参考）行政相談委員法（昭和 41年法律第 99号） 
（意見の陳述） 

第４条 委員は、総務大臣に対して、業務の遂行を通じて得られた行政

運営の改善に関する意見を述べることができる。 
 

 

行政相談委員意見の提出状況（過去５年間） 

 
  

資料２ 



行政相談委員意見を踏まえた改善事例 

 

 

≪事例１ 未支給失業等給付の請求期限の延長について≫ 

（委員意見要旨） 

雇用保険の失業給付を受給中の者が亡くなった場合、遺族は、死亡を知った

日の翌日から１か月以内かつ死亡した翌日から６か月を経過する前に未支給

の失業給付を請求することができる。 
しかしながら、請求期間が死亡を知った日から１か月以内であるのは短すぎ

るので、遺族の生活援助の観点から、請求期間を延長してほしい。  
 
（改善措置状況等） 

総務省は、請求期限を延長することが適当であると考え、厚生労働省に対し

て検討を要請した。 
これを受け、厚生労働省は、省令改正を行い、請求期限を死亡日の翌日から

６か月に延長するとともに、同省ホームページに家族向けの周知リーフレット

を掲載した（平成 26年４月改善）。 
 
 
 
 
≪事例２ 各テレビ局で異なった津波警報・注意報の色分け表示の統一について≫ 

（委員意見要旨） 

 テレビ局によって津波予想地域の色分け表示が

異なっているが、視聴者に誤解を与えないよう、

気象庁で色分け表示の統一基準を定め、テレビ局

はその基準に基づき放送してほしい。  
 
（改善措置状況等） 

 総務省は、視聴者が誤認して避難が遅れるといった事態を防止するため、気

象庁が用いている色に基づいた表示をテレビ局に要請するよう申し入れた。 

 これを受け、気象庁が、放送事業者に対して働きかけた結果、津波情報の色

使いが統一された（平成 23年８月改善）。 
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